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『古事記』における「将来」と「持来」─ 23 ─

は
じ
め
に

　
『
古
事
記
』
に
は
動
詞
「
将
来
」
の
例
が
五
例
確
認
で
き
る
。「
将
来
」

は
齎
す
・
持
っ
て
来
る
意
の
漢
語
と
さ
れ（
１
）、「
モ
チ
ク
」と
訓
ま
れ
て
い
る
。

次
に
そ
の
五
例
を
示
す（
２
）。

① 

「
故
、
其
の
人
水
を
乞
ひ
つ
る
が
故
に
、
水
を
奉
れ
ば
、
水
を
飲

ま
ず
し
て
、
此
の
璵
を
唾
き
入
れ
つ
。
是
、
離
つ
こ
と
得
ず
。
故
、

入
れ
任
ら
、
将も

ち
来き

て
献
り
つ
（
任
レ

入
将
来
而
献
）。」

 

（
上
巻
・
海
神
の
国
訪
問
）

『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
将
来
」
と
「
持
来
」

藤
嶋
健
太

② 

「
乃
ち
、
其
の
矢
を
将
ち
来
て
（
将
二

来
其
矢
一

）、
床
の
辺
に
置
く

に
、
忽
ち
に
麗
し
き
壮
夫
と
成
り
き
。」 

（
中
巻
・
神
武
天
皇
）

③ 

故
、
多
遅
摩
毛
理
、
遂
に
其
の
国
に
到
り
、
其
の
木
実
を
採
り
て
、

縵
八
縵
・
矛
八
矛
を
将
ち
来
る
間
に
（
将
来
之
間
）、
天
皇
、
既

に
崩
り
ま
し
き
。 

（
中
巻
・
垂
仁
天
皇
）

④ 

故
、
其
の
賤
し
き
夫
を
赦
し
て
、
其
の
玉
を
将
ち
来
て
（
将
二

来

其
玉
一

）、
床
の
辺
に
置
く
に
、
即
ち
美
麗
し
き
嬢
子
と
化
り
き
。

 

（
中
巻
・
応
神
天
皇
）

⑤ 
爾
く
し
て
、
伊
豆
志
袁
登
売
、
其
の
花
を
異
し
と
思
ひ
て
、
将
ち

来
る
時
に
（
将
来
之
時
）、
其
の
嬢
子
の
後
に
立
ち
て
、
其
の
屋
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に
入
り
て
、
即
ち
婚
ひ
き
。 

（
右
同
）

　

右
の
「
将
来
」
は
、
い
ず
れ
も
物
を
持
っ
て
来
る
意
で
理
解
し
て
良
い
。

因
み
に
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
将
」
字
は
、
意
志
・
推
量
の
意
で
の

使
用
の
方
が
多
い
。例
え
ば
、「
天
照
大
御
神
に
請
し
て
罷
ら
む（
将
レ

罷
）」

（
上
巻
・
湏
佐
之
男
命
の
昇
天
）
と
い
っ
た
も
の
が
約
六
十
例
あ
る（
３
）。

　

と
こ
ろ
で
、『
古
事
記
』
に
は
「
将
来
」
と
同
様
の
意
味
で
「
持
来
」

の
表
記
も
み
ら
れ
る
。
訓
読
も
同
じ
く
「
モ
チ
ク
」
で
あ
る
。
意
味
も
訓

読
も
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
、「
将
来
」
と
表
記
す
る
場
合
と
「
持
来
」
と

す
る
場
合
と
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
記
に
は
差
異
が
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、『
古
事
記
』
編
者
は
、
ど
の
よ
う
な
意
図

で
表
記
を
使
い
分
け
て
い
る
の
か
。
本
稿
で
は
、『
古
事
記
』
と
上
代
文

献
と
の
使
用
例
を
比
較
し
な
が
ら
検
討
し
、
編
者
の
表
記
意
識
を
明
ら
か

に
し
て
い
き
た
い
。

一
、
先
行
研
究

　

先
行
研
究
で
は
、「
将
来
」に
つ
い
て
説
明
す
る
も
の
は
極
め
て
少
な
い
。

例
え
ば
、
日
本
思
想
大
系
『
古
事
記
』
は
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
将
」

は
助
動
詞
「
む
」
に
当
た
り
、「
自
己
の
行
為
へ
の
意
志
・
希
望
を
表
わ

す
も
の
が
圧
倒
的
に
多
」
い
と
す
る
な
ど
の
考
察
が
み
ら
れ
る
一
方
で
、

「
将
来
」
に
つ
い
て
は
推
量
表
現
と
関
係
が
な
い
と
い
う
指
摘
に
留
ま
っ

て
い
る（
４
）。

　

于
康
は
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
将
」
の
用
法
を
論
じ
る
な
か
で
、「
将

来
」
の
五
例
は
「「
持
つ
」
と
い
う
動
作
の
意
味
が
読
み
取
ら
れ
る
が
、

意
志
の
意
味
は
全
く
有
し
な
い（
５
）」

と
す
る
。
ま
た
、
安
熙
貞
に
よ
れ
ば
、

用
例
①
の
「
入
将
来
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
動
詞
＋
将
＋
方
向
補
語
」

の
形
式
は
魏
晋
南
北
朝
時
代
か
ら
存
在
し
て
お
り
、
次
第
に
「
将
」
の
動

作
性
が
失
わ
れ
て
虚
字
化
し
、
唐
・
宋
代
に
は
助
詞
と
し
て
扱
わ
れ
た
と

い
う
。
こ
の
「
入
将
来
」
の
形
式
は
早
い
時
期
の
名
残
だ
と
も
い
う
が
、

当
該
は
「
任
入
将
来
」
と
な
っ
て
い
る
。
安
は
「「
任
」
の
字
は
使
わ
れ

な
か
っ
た（
６
）」

と
し
て
い
る
が
、「
任
」
字
は
「
動
詞
・
助
動
詞
に
上
位
し

て
そ
の
状
態
が
次
の
動
作
ま
で
持
続
す
る
意
」（
日
本
思
想
大
系『
古
事
記
』

一
〇
六
頁
脚
注
十
一
）と
さ
れ
て
い
る
。「
任
」の
意
義
を
認
め
な
け
れ
ば
、

璵
を
器
に
入
れ
た
ま
ま
持
っ
て
来
た
、
と
は
よ
め
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
こ
は
、「
入
れ
任な
が

ら
将
ち
来
て
（
任
レ

入
将
来
）」
と
訓
み
、
安
の
指
摘

す
る
形
式
と
は
別
に
考
え
た
い
。

　

ま
た
、『
古
事
記
』
の
注
釈
書
に
よ
っ
て
は
「
将8

来
」
を
「
持3

ち
来
」

と
訓
読
し
、
文
字
自
体
を
変
え
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
②
に
お

い
て
武
田
祐
吉
『
古
事
記
』（
角
川
文
庫
、
一
九
五
六
年
五
月
）
は
「
そ

の
矢
を
持3

ち
来
て
」
と
し
、
③
で
次
田
潤
『
古
事
記
新
講
』（
明
治
書
院
、
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一
九
二
四
年
十
一
月
）
は
「
持3

ち
て
来
つ
る
間
に
」
と
し
て
い
る
。『
古

事
記
』
に
は
「
持
来
」
の
用
例
も
み
ら
れ
る
な
か
で
、
文
字
を
「
将
」
か

ら
「
持
」
に
改
め
て
良
い
の
か
疑
問
で
あ
る
。
近
年
刊
行
さ
れ
た
注
釈
書

に
は
こ
の
よ
う
な
改
変
は
み
ら
れ
な
い
が
、「
将
来
」
と
「
持
来
」
と
を

同
じ
も
の
と
し
て
み
る
向
き
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
「
将
来
」
の
用
法
を
論
じ
る
に
当
た
っ
て
、『
古
事
記
』
の
用
字
法
に
つ

い
て
の
先
行
研
究
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。『
古
事
記
』
に
用
い
ら
れ
て

い
る
漢
字
の
用
法
に
関
し
て
は
『
古
事
記
伝
』
以
降
、
様
々
に
論
じ
ら
れ

て
き
た
。
そ
の
中
で
、
同
訓
異
字
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
も
数
多
く
の
論

考
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
横
山
英
は
「
恐
」
と
「
畏
」
を
取
り

上
げ
て
い
る
。「
恐
」字
は
畏
れ
多
い
意
の
形
容
詞「
か
し
こ
し
」を
表
し
、

「
畏
」
字
は
恐
怖
す
る
意
の
動
詞
「
か
し
こ
む
」
を
表
す
と
し
、
編
者
に

区
別
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
い
う（
７
）。

ま
た
、
小
林
芳
規
は
「
遣
」

と
「
使
」
に
つ
い
て
、「
遣
」
字
は
「
ツ
カ
ハ
ス
」
と
訓
み
、「
第
三
者
を

行
か
せ
る
」
意
で
、「
使
」
字
は
「
ツ
カ
ヒ
」・「
ツ
カ
フ
」
と
訓
む
こ
と

を
表
す
と
す
る（
８
）。

後
に
、
壬
生
幸
子
は
、
正
規
の
使
者
決
定
・
派
遣
場
面

に
は
「
遣
」
字
を
用
い
る
用
字
意
識
が
編
者
に
あ
る
と
し
た（
９
）。

　

個
別
の
用
字
だ
け
で
な
く
、『
古
事
記
』
全
体
に
目
を
向
け
て
み
る
。

尾
崎
知
光
に
よ
れ
ば
、
編
者
は
意
識
的
に
、
日
常
的
で
平
易
な
文
字
を
用

い
、
全
体
の
表
記
に
統
一
を
は
か
っ
て
い
る
と
い
う）

（1
（

。
ま
た
、
小
林
芳
規

は
「
今
、
改
め
て
古
事
記
本
文
の
全
巻
に
わ
た
っ
て
、
音
仮
名
、
表
意
の

漢
字
の
用
法
を
通
し
て
、
漢
字
の
用
法
と
訓
と
に
意
識
的
な
統
一
が
あ
っ

た
可
能
性
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る）

（（
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
。『
古
事
記
』

編
者
は
、
文
意
に
よ
っ
て
使
う
文
字
を
区
別
し
て
お
り
、
そ
の
用
法
が
統

一
的
で
あ
る
こ
と
が
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
取

り
上
げ
る
「
将
来
」・「
持
来
」
に
つ
い
て
も
、
編
者
に
よ
る
意
識
的
な
使

い
分
け
の
可
能
性
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
そ
も
そ
も
「
将
」
と
「
持
」
は
字
書
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
説

明
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、「
将
来
」
は
ど
の
よ
う
に
訓
読
さ
れ
て
き

た
の
か
確
認
し
て
い
き
た
い
。

二
、「
持
」・「
将
」
の
字
義
と
「
将
来
」
の
訓

　
「
持
」
字
は
、『
説
文
解
字
』（
第
十
二
上
）
に
「
握
也）

（1
（

」
と
あ
り
、
高

山
寺
本
『
篆
隷
万
象
名
義
』（
第
二
帖
・
三
十
ウ
）
も
同
様
で
あ
る
。「
握

也
」
と
さ
れ
る
の
は
、
物
を
持
つ
た
め
に
対
象
物
を
握
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
の
「
将
」
字
に
つ
い
て
、『
爾
雅
』
に
は
「
大
也
」（
巻
一
）、「
送

也
」、「
資
也
」、「
齊
也
」（
以
上
、
巻
三
）
と
あ
り
、『
説
文
解
字
』（
第

三
下
）
に
は
「
帥
也
」
と
あ
る
。
原
本
系
『
玉
篇
』
の
該
当
部
は
失
わ
れ
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て
い
て
確
認
で
き
な
い
が
、
岡
井
慎
吾
「
玉
篇
佚
文
内
篇
」
に
は
「
進
也

臨
也）

（1
（

」
と
あ
る
。
ま
た
、
高
山
寺
本
『
篆
隷
万
象
名
義
』（
第
六
帖
・

一
七
八
オ
）
に
は
「
行
也
。
送
也
。
奉
也
」
な
ど
多
く
の
字
義
が
記
さ
れ

て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
字
書
で
は
持
つ
意
が
あ
る
と
は
さ
れ
て
お
ら

ず
、
天
治
本
『
新
撰
字
鏡
』（
巻
十
一
・
二
十
三
ウ
）
に
至
っ
て
、「
持
也
」

の
記
述
が
み
え
る
の
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
、
字
書
に
お
い
て
「
持
也
」

と
記
す
最
古
例
は
、『
新
撰
字
鏡
』（
昌
泰
年
間
〔
八
九
八
～
九
〇
一
年
〕

成
立
）
で
あ
る
。
な
お
、
現
在
確
認
で
き
る
中
国
の
字
書
に
お
い
て
、「
将
」

の
字
義
を
「
持
也
」
と
す
る
最
古
例
は
、
南
宋
代
の
『
増
修
互
注
礼
部
韻

略）
（1
（

』（『
増
韻
』）
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
『
古
事
記
』
の
諸
注
は
、
特
に
説
明
の
な
い
ま
ま
「
将
来
」
を
持
っ
て

来
る
意
と
し
て
い
る
が
、
古
辞
書
に
お
い
て
「
将
」
を
「
持
也
」
と
す
る

も
の
が
少
な
い
こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
た
だ
、
古
辞
書
に

説
明
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
日
本
独
自
の
使
用
例
と
も
い
え
な
い
。
例

え
ば
、『
洛
陽
伽
藍
記
』
に
「（
稿
者
注
：
広
陵
王
）
謂
二

左
右
一

、
将
レ

筆
来
、

朕
自
作
之）

（1
（

」
と
あ
っ
て
、
広
陵
王
が
左
右
の
者
に
、
筆
を
持
っ
て
来
い
と

命
じ
て
い
る
。
日
本
上
代
の
人
々
が
、
こ
う
し
た
漢
籍
の
用
例
か
ら
学
ん

だ
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
、
天
治
本
『
新
撰
字
鏡
』
に
は
「
持
也
」
と
あ
り
、『
洛
陽
伽
藍
記
』

の
よ
う
な
例
も
あ
る
た
め
、「
将
」
に
持
つ
意
が
あ
る
と
み
て
良
い
。

　

次
に
、「
将
来
」
の
訓
読
を
確
認
し
て
い
く
。『
古
事
記
』
写
本
に
お
い

て
、「
将
来
」
に
訓
を
付
し
て
い
る
最
古
例
は
兼
永
本
（
一
五
二
二
年
写
）

で
あ
る
。
用
例
①
を
例
に
み
て
い
く
と
、
兼
永
本
は
「
将
」
を
「
モ
ツ
テ
」、

「
来
」
を
「
マ
ウ
テ
」
と
訓
ん
で
い
る
。
こ
れ
以
降
、
寛
永
版
本
ま
で
殆

ど
同
じ
訓
が
続
く
（
但
し
、
寛
永
版
本
は
「
来
」
に
「
マ
ウ
キ
」
と
付
訓

す
る
）。
そ
の
後
、
度
会
延
佳
『
鼇
頭
古
事
記
』（
一
六
八
七
年
跋
）
が

「
将
チ

来
テ

而
」
と
し
、
荷
田
春
満
書
入
本
『
古
事
記
』（
一
七
二
四
年
以
降
）

に
は「
モ
チ
テ
マ
ウ
キ）

（1
（

」と
あ
る
。賀
茂
真
淵『
仮
名
書
古
事
記
』（
一
七
六
七

年
）
は
「
モ
チ
マ
ヰ
キ
テ）

（1
（

」
と
訓
ん
で
お
り
、
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』

（
一
七
九
〇
～
一
八
二
二
年
刊
）
は
「
任
入
将
来
は
、
伊イ

礼レ

那ナ

賀ガ

良ラ

母モ

知チ

麻マ

韋ヰ

伎キ

弖テ

と
訓
べ
し）

（1
（

」
と
し
て
い
る
。
明
治
に
入
っ
て
、
敷
田
年
治
『
古

事
記
標
注
』（
一
八
七
八
年
刊
）
が
「
モ
チ
キ
テ）

（1
（

」
と
訓
み
、
現
在
は
大
方
、

こ
の
訓
に
落
ち
着
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、「
将
」
字
は

一
貫
し
て
「
モ
ツ
」
と
訓
ま
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
他
の
例

で
も
同
じ
で
あ
る
。

　

上
代
に
お
い
て
、「
将
来
」
を
「
モ
チ
ク
」
と
訓
ん
だ
確
実
な
資
料
は

見
当
た
ら
な
い
が
、『
万
葉
集
』
に
は
次
の
歌
が
あ
る）

11
（

。

⑥ 

妹
が
た
め　

我
玉
拾
ふ　

沖
辺
な
る　

玉
寄
せ
将
ち
来
（
玉
縁
将

来
）　

沖
つ
白
波 

（
巻
九
・
一
六
六
五
）

　

こ
こ
に
み
え
て
い
る
「
将
来
」
を
、
諸
注
は
「
モ
チ
コ
」
と
訓
ん
で
い
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る
。
沖
の
白
波
に
対
し
て
玉
を
持
っ
て
来
い
と
呼
び
掛
け
て
い
る
歌
で
あ

り
、「
玉
寄
せ
来
ら
む
（
将
レ

来
）」
で
は
歌
意
が
通
ら
な
い
。
こ
こ
は
「
将
」

を
動
詞
と
み
て
、
諸
注
の
通
り
「
モ
チ
コ
」
と
訓
む
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
歌
を
参
考
と
し
て
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
将
来
」
も
「
モ
チ
ク
」

と
訓
む
。三

、
上
代
文
献
に
お
け
る
動
詞
「
持
」・「
将
」
の
用
例

　

本
節
で
は
、
上
代
文
献
に
お
け
る
「
持
」
と
「
将
」
の
動
詞
と
し
て
の

用
例
を
み
て
い
く
が
、
用
例
検
討
の
前
に
文
字
の
異
同
に
注
意
し
て
お
き

た
い
。「
持
」と「
将
」と
が
混
乱
し
て
い
る
例
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

先
掲
の
⑥
に
お
い
て
、
藍
紙
本
と
『
類
聚
古
集
』
は
「
将8

来
」
だ
が
、
西

本
願
寺
本
は
「
持3

来
」
と
す
る
。
本
稿
で
は
、
巻
九
の
最
古
写
本
で
あ
る

藍
紙
本
（
平
安
中
期
写
）
に
よ
っ
て
「
将
」
字
を
と
る
が
、
澤
瀉
久
孝
は

「「
将
」
と
「
持
」
と
は
草
体
が
似
て
を
り
、
い
づ
れ
が
原
文
と
も
定
め

難
い）

1（
（

」
と
し
て
い
る
。「
将
来
」
と
「
持
来
」
と
の
差
異
を
考
え
る
時
、

こ
の
点
に
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
『
古
事
記
』
の
場
合
、
用
例
①
の
「
将
」
を
道
祥
本
・
春
瑜
本
は
「
為
」

と
す
る
が
、
真
福
寺
本
と
卜
部
系
諸
本
は
「
将
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

③
の
「
将
」
を
真
福
寺
本
は
「
時
」
と
す
る
が
、
右
傍
に
「
将
御
本
」
と

あ
り
、
卜
部
系
諸
本
の
本
文
は
「
将
」
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の
用
例
に
文

字
の
異
同
は
な
く
、「
持
来
」
に
つ
い
て
は
、
全
用
例
に
文
字
の
異
同
は

な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
「
将
来
」
と
「
持
来
」
と
が

混
乱
し
て
い
る
よ
う
な
状
況
に
は
な
く
、
上
記
に
示
し
た
ま
ま
の
本
文
で

考
察
を
進
め
て
差
し
支
え
な
い
と
考
え
る
。
以
下
例
示
す
る
上
代
文
献
の

用
例
に
つ
い
て
も
、
文
字
の
異
同
に
注
意
し
た
う
え
で
検
討
し
て
い
き
た

い
。

　
『
古
事
記
』
に
は
「
持
」
字
の
用
例
が
三
十
五
例
み
ら
れ
る
が
、
次
に

そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
挙
げ
る
。

⑦ 

此
の
速
秋
津
日
子
・
速
秋
津
比
売
の
二
は
し
ら
の
神
の
、
河
・
海

に
因
り
て
持
ち
別
け
て
（
因
二

河
・
海
一

持
別
而
）、
生
み
し
神
の

名
は
、
沫
那
芸
神
。 

（
上
巻
・
国
生
み
・
神
生
み
）

⑧ 

故
、
其
の
大
刀
・
弓
を
持
ち
て
（
持
二

其
大
刀
・
弓
一

）、
其
の

八
十
神
を
追
ひ
避
り
し
時
に
、 

（
上
巻
・
根
の
堅
州
国
訪
問
）

⑨ 

其
の
木
実
を
擎
げ
て
、
叫
び
哭
き
て
白
さ
く
、「
常
世
国
の
と
き

じ
く
の
か
く
の
木
実
を
持
ち
て
、
参
ゐ
上
り
て
侍
り
（
常
世
国
之

登
岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実
持
参
上
侍
）」
と
ま
を
し
て
、
遂
に
叫

び
哭
き
て
死
に
き
。 

（
中
巻
・
垂
仁
天
皇
）

　
『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
、
⑧
の
よ
う
に
、
武
器
な
ど
の
物
を
持
つ
意
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で
の
使
用
が
多
い
。
ま
た
、
⑦
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
を
受
け
持

つ
意
も
あ
る
。
そ
の
領
域
を
受
け
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
所
有
し

て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。
日
本
思
想
大
系
『
古
事
記
』
の
「
同
訓
異
字
一

覧
」
で
は
、「
持
」
字
は
「
具
体
的
な
物
を
持
つ
意
」
の
場
合
が
多
く
、「
所

有
・
所
持
の
意
」
が
こ
れ
に
準
じ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

⑨
は
③
の
少
し
後
に
あ
る
一
文
で
あ
る
。
多
遅
摩
毛
理
が
、
垂
仁
の
御

陵
に
対
し
て
木
実
を
持
参
し
た
こ
と
を
報
告
す
る
場
面
だ
が
、
こ
こ
に
は

木
実
を
「
持
参
上
」
と
あ
る
。
③
の
「
将
来
」
と
表
記
が
揃
っ
て
い
な
い

点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　
「
持
」
字
は
他
の
上
代
文
献
で
も
物
を
持
つ
意
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
。
但
し
、『
日
本
書
紀
』
に
は
、
抱
く
意
（
第
十
段
一
書
第
四
）、
保

つ
意
（
雄
略
天
皇
十
八
年
八
月
）、
す
が
る
意
の
「
攀
持
」（
第
九
段
一
書

第
一
）、
養
育
す
る
意
の
「
持
養
」（
第
十
段
一
書
第
一
）
と
い
っ
た
例
も

あ
る
。

　

続
い
て
、
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
「
将
」
字
の
用
例
を
み
て
い
く
。

『
古
事
記
』に
は
、「
将
来
」以
外
に
動
詞
に
用
い
ら
れ
た
例
は
な
い
た
め
、

『
日
本
書
紀
』
の
例
を
み
て
い
き
た
い）

11
（

。

　
〔
持
つ
意
〕

⑩ 

初
め
五
十
猛
神
天
降
り
し
時
に
、多
に
樹
種
を
将
ち
て
下
り
き（
多

将
二

樹
種
一

而
下
）。 

（
巻
一
・
神
代
上
・
第
八
段
一
書
第
四
）

⑪ 

十
年
の
秋
九
月
の
乙
酉
の
朔
に
し
て
戊
子
に
、
身
狭
村
主
青
、
呉

の
献
れ
る
二
鵝
を
将
て
（
将
二

呉
所
レ

献
二
鵝
一

）、
筑
紫
に
到
る
。

 

（
巻
十
四
・
雄
略
天
皇
十
年
九
月
）

　
〔
率
い
る
意
〕

⑫ 

後
に
豊
玉
姫
、
果
し
て
前
期
の
如
く
、
其
の
女
弟
玉
依
姫
を
将
ゐ

て
（
将
二

其
女
弟
玉
依
姫
一

）、
直
に
風
波
を
冒
し
て
、
海
辺
に
来

到
る
。 

（
巻
二
・
神
代
下
・
第
十
段
正
文
）

⑬ 

則
ち
千
熊
長
彦
を
将
て
（
則
将
二

千
熊
長
彦
一

）
都
下
に
至
り
、
厚

く
礼
遇
を
加
ふ
。 

（
巻
九
・
神
功
皇
后
摂
政
四
十
九
年
三
月
）

　

⑩
は
、
五
十
猛
神
が
天
降
っ
た
後
、
木
の
種
を
日
本
全
土
に
播
い
て
お

り
、
こ
こ
の
「
将
」
を
動
詞
と
と
っ
て
、
木
の
種
を
持
っ
て
降
っ
た
と
と

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
⑪
は
、「
将
」
を
動
詞
と
み
な
け
れ
ば
文
意
が
通

ら
な
い
。
二
羽
の
鵞
鳥
を
持
っ
て
、
筑
紫
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。
⑫
⑬
も
、

他
に
動
詞
と
な
る
文
字
が
な
く
、「
将
」を
動
詞
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

但
し
、こ
こ
で
は
持
つ
意
に
は
解
せ
ず
、『
説
文
解
字
』に「
帥
也
」と
あ
っ

た
よ
う
に
、人
を
率
い
る
意
で
と
る
。こ
の
よ
う
に
、『
日
本
書
紀
』で
は
、

動
詞
「
将
」
が
単
独
で
用
い
ら
れ
、
率
い
る
意
で
の
使
用
も
み
ら
れ
る
。

　

ま
た
、『
万
葉
集
』
に
は
、

⑭ 

射
目
立
て
て　

跡
見
の
岡
辺
の　

な
で
し
こ
が
花　

ふ
さ
手
折
り　

我
は
将
ち
て
行
く
（
吾
者
将
去
）　

奈
良
人
の
た
め
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（
巻
八
・
一
五
四
九
）

と
あ
る
。
こ
れ
は
「
去
ら
む
と
す
（
将
レ

去
）」
と
訓
む
余
地
も
あ
り
そ
う

だ
が
、
巻
十
三
・
三
二
二
三
に
「
ふ
さ
手
折
り　

我
は
持
ち
て
行
く
（
吾

者
持
而
往
）」
と
あ
る
。
こ
の
歌
を
参
考
に
、「
将
」
を
動
詞
と
み
て
、
花

を
持
っ
て
行
く
意
と
と
る
。

　

上
代
文
献
に
み
ら
れ
る
動
詞
「
将
」
の
用
例
を
み
て
き
た
が
、「
将
」

の
後
に
は
「
下
」「
到
」「
去
」
な
ど
が
続
く
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
い
ず

れ
も
そ
の
物
（
人
物
）
を
移
動
さ
せ
る
文
脈
で
あ
り
、
単
に
そ
の
場
で
物

を
持
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。「
将
」
字
は
、
こ
う
し
た
例
に

用
い
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
だ
が
、『
古
事
記
』
の
場
合
、
動
詞
「
将
」

が
単
独
で
用
い
ら
れ
る
例
は
な
い
う
え
に
、「
来
」
以
外
の
漢
字
が
「
将
」

に
下
接
す
る
こ
と
は
な
い
。『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
、
用
法
が
限
定
さ

れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

本
節
で
は
、
主
に
「
持
」
と
「
将
」
の
単
独
例
を
取
り
上
げ
た
が
、
次

に
各
文
献
に
お
け
る
「
将
来
」・「
持
来
」
の
用
例
を
み
て
い
く
。

四
、
上
代
文
献
に
お
け
る
「
将
来
」
と
「
持
来
」

　
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
動
詞
「
将
来
」
の
例
を
次
に
挙
げ
る
。

⑮ 

群
臣
に
詔
し
て
曰
は
く
、「
武
日
照
命
の
天
よ
り
将
来
れ
る 

神
宝  

（
従
レ

天
将
来
神
宝
）、
出
雲
大
神
の
宮
に
蔵
め
た
り
。
是
見
ま
く

欲
し
」
と
の
た
ま
ふ
。 

（
巻
五
・
崇
神
天
皇
六
十
年
七
月
）

⑯ 

其
の
祭
れ
る
神
は
、
是
白
石
な
り
。
乃
ち
白
石
を
以
ち
て
牛
の
直

に
授
つ
。因
り
て
将
来
て
寝
中
に
置
く（
因
以
将
来
置
二

于
寝
中
一

）。

其
の 

神
石 

、
美
麗
童
女
に
化
り
ぬ
。

 

（
巻
六
・
垂
仁
天
皇
二
年
是
歳
）

⑰ 

三
年
の
春
三
月
に
、
新
羅
の
王
子
天
日
槍
来
帰
り
。
将
来
る
物
は

（
将
来
物
）、羽
太
玉
一
箇
・
足
高
玉
一
箇
・
鵜
鹿
鹿
赤
石
玉
一
箇
・

出
石
小
刀
一
口
・
出
石
桙
一
枝
・
日
鏡
一
面
・
熊
神
籬
一
具
、
幷

せ
て
七
物
あ
り
。
則
ち
但
馬
国
に
蔵
め
、
常
に 

神
物 

と
為
す
。

 

（
巻
六
・
垂
仁
天
皇
三
年
三
月
）

⑱ 

群
卿
に
詔
し
て
曰
は
く
、「
朕
聞
く
、
新
羅
の
王
子
天
日
槍
、
初

め
て
来
し
時
に
、将
来
る
宝
物（
将
来
宝
物
）、今
し
但
馬
に
有
り
。

元
め
国
人
の
為
に
貴
び
ら
れ
、
則
ち 

神
宝 

と
為
れ
り
と
。
朕
其

の
宝
物
を
見
ま
く
欲
し
」
と
の
た
ま
ふ
。

 

（
巻
六
・
垂
仁
天
皇
八
十
八
年
七
月
）

⑲ 

便
ち
復
曰
は
く
、「
琴
将
ち
来
て
、
皇
后
に
進
れ
（
琴
将
来
以
進
二

于
皇
后
一

）」
と
の
た
ま
ふ
。

 
（
巻
九
・
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
〔
仲
哀
天
皇
九
年
十
二
月
〕）

⑳ 

時
に
倭
直
吾
子
籠
を
遣
し
、
船
に
造
ら
し
め
て
、
南
の
海
よ
り
運
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し
て
、
難
波
津
に
将
来
て
（
将
二

来
于
難
波
津
一

）、
御
船
に
充
つ
。

 

（
巻
十
一
・
仁
徳
天
皇
六
十
二
年
五
月
）

㉑ 
皇
子
、
則
ち
其
の
氷
を
将
来
り
て
（
皇
子
則
将
二

来
其
氷
一

）、
御

所
に
献
る
。 

（
巻
十
一
・
仁
徳
天
皇
六
十
二
年
是
歳
）

㉒ 

時
に
烏
賊
津
使
主
、
対
へ
て
言
さ
く
、「
臣
、
既
に
天
皇
の
命
を

被
り
し
く
、
必
ず
召
し
率
て
来
（
必
召
率
来
矣
）。
若
し
将
て
来

ず
は
（
若
不
二

将
来
一

）、
必
ず
罪
せ
む
と
の
た
ま
ひ
き
。（
中
略
）」

と
ま
を
す
。 
（
巻
十
三
・
允
恭
天
皇
七
年
十
二
月
）

㉓ 

是
に
大
夫
、
調
使
に
問
ひ
て
曰
く
、「
進
れ
る
国
の
調
、
前
例
に

欠
少
ず
。
大
臣
に
送
れ
る
物
、
去
年
還
せ
る
色
を
改
め
ず
。
群
卿

に
送
る
物
も
全
ら
将
来
ら
ず（
全
不
二

将
来
一

）。前
例
に
背
違
へ
り
。

其
の
状
何
に
ぞ
」
と
い
ふ
。

 

（
巻
二
十
四
・
皇
極
天
皇
二
年
七
月
）

　

こ
こ
に
挙
げ
た
諸
例
は
「
来
ら
む
（
将
レ

来
）」
と
訓
む
の
で
は
な
く
、

動
詞
と
み
な
け
れ
ば
文
意
が
通
ら
な
い
。
古
写
本
に
お
け
る
訓
を
確
認
し

て
お
く
と
、
例
え
ば
⑳
に
お
い
て
前
田
本
は
「
将
来
」
に
「
井
テ
」
と
付

訓
し
て
い
る）

11
（

。
ま
た
、
㉓
に
つ
い
て
、
岩
崎
本
に
は
「
来
」
の
右
傍
に
朱

で
「
キ
」
と
の
み
あ
り
、
一
条
兼
良
に
よ
る
室
町
時
代
点
で
は
「
将
来
」

に
「
モ
テ
マ
ウ
コ
」
と
付
し
て
い
る
。
図
書
寮
本
の
院
政
期
点
に
も
「
モ

テ
マ
ウ
コ
」
と
あ
り
、
少
な
く
と
も
平
安
時
代
後
期
に
は
動
詞
に
解
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
に
つ
い
て
、
⑮
は
崇
神
天
皇
が
、
武
日
照
命
が
天
か

ら
「
将
来
」
し
た
神
宝
を
見
た
い
と
言
っ
た
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
崇
神
は
、

宝
物
を
「
神
宝
」
だ
と
言
っ
て
い
る
。
⑰
は
、
天
日
槍
が
新
羅
か
ら
「
将

来
」
し
た
宝
物
の
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
宝
物
は
い
ず
れ

も
「
神
物
」
と
さ
れ
て
い
る
。
⑱
で
は
、
垂
仁
天
皇
が
、
天
日
槍
が
「
将

来
」
し
た
宝
物
を
見
た
い
と
言
っ
て
お
り
、
そ
の
宝
物
は
や
は
り
「
神
宝
」

だ
と
い
う
。

　

⑮
は
天
か
ら
の
宝
物
で
あ
り
、
⑰
⑱
は
新
羅
か
ら
の
宝
物
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
例
で
は
、
宝
物
は
異
界
や
異
国
か
ら
齎
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
宝
物
は
「
神
宝
」「
神
物
」
と
さ
れ
て
い
て
、
天
皇
に
よ
っ
て
神
聖

視
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

⑯
は
、
垂
仁
天
皇
二
年
是
歳
条
の
「
一
云
」
の
記
事
で
あ
る
。
都
怒
我

阿
羅
斯
等
は
所
有
し
て
い
た
牛
の
代
償
と
し
て
白
石
を
与
え
ら
れ
、
そ
の

石
を
家
に
「
将
来
」
し
て
寝
室
に
置
く
。
す
る
と
、
石
が
「
美
麗
童
女
」

に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
み
え
る
白
石
は
村
で
祀
ら
れ
て
い
た
神
で
あ

り
、「
神
石
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
例
で
は
神
そ
の
も
の
が
「
将
来
」

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

⑲
は
、
神
功
皇
后
に
よ
る
新
羅
親
征
の
異
伝
で
あ
る
。
あ
る
神
が
、
琴

を
「
将
来
」
し
て
皇
后
に
奉
れ
と
仲
哀
天
皇
に
言
い
、
皇
后
が
琴
を
弾
く
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こ
と
に
よ
っ
て
神
託
へ
と
展
開
し
て
い
く
。類
似
の
記
事
は
他
に
も
み
え
、

仲
哀
紀
九
年
三
月
条
で
は
皇
后
が
神
主
と
な
り
、
武
内
宿
禰
に
琴
を
弾
か

せ
て
神
の
託
宣
を
請
い
、
仲
哀
記
で
は
天
皇
が
琴
を
弾
い
て
い
る
。
琴
は

単
な
る
楽
器
で
は
な
く
、
神
を
降
ろ
す
た
め
の
呪
具
な
の
で
あ
る）

11
（

。

　

⑳
は
、
大
樹
を
遠
江
国
か
ら
難
波
津
ま
で
「
将
来
」
し
て
官
船
に
し
た

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
単
に
木
を
持
っ
て
来
た
だ
け
の
記
事
に
も
み
え
る

が
、
上
代
に
お
い
て
大
樹
は
神
聖
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
景
行
紀

十
八
年
七
月
条
に
は
、
倒
れ
た
大
木
を
景
行
が
「
神
木
」
と
称
す
記
事
が

あ
る
。
ま
た
、
仁
徳
記
に
は
、
大
木
か
ら
作
っ
た
枯
野
船
で
天
皇
の
飲
料

水
を
汲
み
に
行
っ
た
と
あ
り
、
そ
の
船
の
廃
材
で
琴
を
作
る
と
七
里
ま
で

音
が
響
い
た
と
い
う
。
⑳
の
大
樹
も
、
こ
の
よ
う
な
巨
木
伝
説
と
関
連
付

け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
神
聖
な
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、
わ
ざ
わ
ざ
遠
江

国
か
ら
「
将
来
」
さ
せ
て
官
船
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

㉑
は
、
氷
室
の
氷
を
「
将
来
」
し
て
御
所
に
献
上
し
た
と
い
う
記
事
で

あ
る
。
こ
こ
で
氷
室
の
氷
は
夏
に
な
っ
て
も
溶
け
な
い
と
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
暑
い
時
期
に
調
達
で
き
る
氷
は
貴
重
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
だ
ろ

う
。

　

㉓
で
は
、
大
夫
が
百
済
の
使
者
に
対
し
、
群
卿
へ
の
贈
物
を
全
く
持
っ

て
来
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
百
済
か
ら
の
品
々
が
ヤ
マ
ト
に

齎
さ
れ
る
（
齎
さ
れ
な
い
）
と
い
う
文
脈
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
、『
日
本
書
紀
』
に
み
え
る
「
将
来
」
の
用
例
を
み
て
き
た
。

齎
さ
れ
た
も
の
の
多
く
が
神
聖
で
、
ま
た
貴
重
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
点

に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、㉒
は
弟
姫
を
率
い
て
来
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
率
来
」と「
将

来
」
と
が
ほ
ぼ
同
義
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
率
い
て
来
る
意
だ
と
い
う
こ

と
は
明
確
で
あ
る
。
だ
が
、
神
聖
な
も
の
を
齎
す
と
い
う
文
脈
と
は
差
が

あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
「
風
土
記
」
に
お
け
る
「
将
来
」
は
、
次
の
二
例
の
み
で
あ
る）

11
（

。

㉔ 

一
云
へ
ら
く
、
桑
原
の
村
主
等
、
讃
容
の
郡
桉
見
の
桉
を
盗
み
て

将
ち
来
る
に（
盗
二

讃
容
郡
桉
見
桉
一

将
来
）、そ
の
主
認
め
来
た
り
、

こ
の
村
に
見
あ
ら
は
し
き
。
故
れ
、
桉
見
と
曰
ふ
。

 

（『
播
磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡
）

㉕ 

昔
者
、
来
目
の
皇
子
、
新
羅
を
征
伐
た
む
と
為
た
ま
ひ
て
、
忍
海

の
漢
人
に
勒
せ
て
将
て
来
て
（
勒
二

忍
海
漢
人
一

将
来
）、
こ
の
村

に
居
ゑ
て
、
兵
器
を
造
ら
し
め
た
ま
ふ
。
因
り
て
漢
部
の
郷
と
曰

ふ
。 

（『
肥
前
国
風
土
記
』
三
根
郡
）

　

㉔
に
は
、
桉
見
の
桉
（
鞍
）
を
盗
ん
で
「
将
来
」
し
た
と
あ
る
。
こ
れ

は
、
桉
を
盗
ん
で
持
っ
て
来
た
と
と
る
の
が
穏
当
で
あ
り
、「
来
ら
む

（
将
レ

来
）」
と
は
訓
め
な
い
。『
播
磨
国
風
土
記
』
唯
一
の
古
写
本
で
あ

る
三
條
西
家
本
に
訓
点
は
な
い
も
の
の
、
諸
注
は
皆
「
モ
チ
ク
」
と
訓
ん
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で
い
る
。こ
こ
に
み
ら
れ
る
桉
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
は
不
明
だ
が
、

桉
は
讃
容
郡
か
ら
揖
保
郡
へ
と
「
将
来
」
さ
れ
て
い
る
。
他
の
郡
か
ら
齎

さ
れ
た
故
の
表
記
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

㉕
は
、「
将
来
」
の
対
象
は
漢
人
で
あ
る
の
で
、
持
っ
て
来
る
意
に
は

と
れ
な
い
。
漢
人
を
率
い
て
来
て
村
に
住
ま
わ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、『
釈
日
本
紀
』
所
引
の
「
備
後
国
風
土
記
逸
文
」
に
は
「
蘇
民

将
来
」と
い
う
人
名
が
み
え
て
い
る
が
、名
義
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
っ

て
お
ら
ず
、
紹
介
程
度
に
留
め
て
お
く）

11
（

。

　
『
万
葉
集
』の「
将
来
」の
用
例
は
既
に
紹
介
し
た
が
、次
に
再
掲
す
る
。

⑥ 

妹
が
た
め　

我
玉
拾
ふ　

沖
辺
な
る　

玉
寄
せ
将
ち
来
（
玉
縁
将

来
）　

沖
つ
白
波 

（
巻
九
・
一
六
六
五
）

　

沖
に
あ
る
玉
を
持
っ
て
来
い
と
白
波
に
命
じ
る
歌
だ
が
、『
万
葉
集
』

に
は
海
の
玉
を
詠
ん
だ
歌
が
他
に
も
確
認
で
き
る
。

㉖ 

海
神
の　

手
に
巻
き
持
て
る　

玉
故
に　

磯
の
浦
廻
に　

潜
き
す

る
か
も 

（
巻
七
・
一
三
〇
一
）

㉗ 

帰
る
さ
に　

妹
に
見
せ
む
に　

わ
た
つ
み
の　

沖
つ
白
玉　

拾
ひ

て
行
か
な 

（
巻
十
五
・
三
六
一
四
）

　

し
ば
し
ば
海
の
玉
は
、
海
神
が
持
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い

る
。
特
に
㉗
で
、
妻
の
た
め
に
海
神
の
玉
を
拾
っ
て
行
こ
う
と
詠
ま
れ
て

お
り
、
⑥
の
玉
も
同
様
に
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
古
橋
信
孝

が
「
浜
の
漂
着
物
は
神
か
ら
の
授
か
り
物
と
し
て
拾
わ
れ
た）

11
（

」
と
し
た
よ

う
に
、
海
の
玉
は
、
海
神
の
世
界
か
ら
人
間
の
世
界
へ
齎
さ
れ
た
も
の
と

し
て
珍
重
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
ま
で
、
上
代
文
献
に
み
ら
れ
る
「
将
来
」
の
用
例
を
み
て
き
た
。

第
三
節
で
、「
将
」
は
そ
の
物
（
人
物
）
を
移
動
さ
せ
る
文
脈
で
用
い
ら

れ
る
と
し
た
が
、「
将
来
」
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
ま
た
、

「
将
来
」
は
、「
神
宝
」
や
「
神
石
」
な
ど
、
神
聖
な
も
の
、
貴
重
な
も

の
を
齎
す
場
合
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
「
持
来
」
の
例
を
み
て
い
き
た
い
。『
日
本
書
紀
』
に
は
次
の
二

例
が
あ
る
。

㉘ 

時
に
大
臣
が
妻
、脚
帯
を
持
ち
来
り
て（
持
二

来
脚
帯
一

）、愴
し
び
、

傷
懐
み
て
歌
し
て
曰
く
、 

（
巻
十
四
・
雄
略
天
皇
即
位
前
紀
）

㉙ 

凡
そ
仕
丁
は
、
五
十
戸
毎
に
一
人
、
国
々
の
壃
堺
を
観
て
、
或
い

は
書
に
し
る
し
、
或
い
は
図
を
か
き
て
、
持
ち
来
り
て
示
せ
奉
れ

（
或
書
或
図
持
来
奉
上レ

示
）。

 

（
巻
二
十
五
・
孝
徳
天
皇
・
大
化
二
年
八
月
）

　

㉘
は
、
雄
略
天
皇
の
軍
に
囲
ま
れ
た
眉
輪
王
に
、
円
大
臣
の
妻
が
脚
帯

を
持
っ
て
来
て
歌
を
歌
う
場
面
で
あ
る
。㉙
は
孝
徳
天
皇
の
詔
で
あ
る
が
、

仕
丁
に
国
々
の
境
を
書
や
図
に
書
い
て
持
っ
て
来
い
と
命
じ
て
い
る
。

　
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
持
来
」
は
四
例
あ
る
が
、
例
え
ば
、
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㉚
…　

息
長
の　

遠
智
の
小
菅　

編
ま
な
く
に　

い
刈
り
持
ち
来

（
伊
苅
持
来
）　

敷
か
な
く
に　

い
刈
り
持
ち
来
て
（
伊
苅
持
来
而
）　

置
き
て　

我
を
偲
は
す　

息
長
の　

遠
智
の
小
菅

 

（
巻
十
三
・
三
三
二
三
）

㉛ 

…　

韓
国
の　

虎
と
い
ふ
神
を　

生
け
捕
り
に　

八
つ
捕
り
持
ち

来
（
八
頭
取
持
来
）　

そ
の
皮
を　

畳
に
刺
し　

…

 

（
巻
十
六
・
三
八
八
五
）

と
あ
る
。
㉛
で
は
虎
を
神
と
み
て
、
そ
れ
を
持
っ
て
来
る
と
歌
わ
れ
て
い

る
。
神
を
「
韓
国
」
か
ら
持
っ
て
来
る
と
い
う
文
脈
は
、「
将
来
」
に
通

じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
な
お
、「
風
土
記
」
に
「
持
来
」
の
例
は
み
ら
れ

な
い
。

　

㉛
の
よ
う
な
例
が
あ
る
も
の
の
、『
日
本
書
紀
』
や
『
万
葉
集
』
に
お

け
る
「
持
来
」
に
は
、「
将
来
」
で
確
認
し
た
よ
う
な
特
徴
が
顕
著
だ
と

は
い
え
な
い
。
こ
こ
に
、「
将
来
」
と
「
持
来
」
と
の
差
異
が
あ
る
と
考

え
る
。

　

最
後
に
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
将
来
」・「
持
来
」
に
つ
い
て
検
討

し
た
い
。

五
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
将
来
」
と
「
持
来
」

　
『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
将
来
」
の
用
例
は
先
に
示
し
た
が
、
前
後
の

文
章
を
多
少
加
え
て
掲
げ
る
。

① 

「
故
、
其
の
人
水
を
乞
ひ
つ
る
が
故
に
、
水
を
奉
れ
ば
、
水
を
飲

ま
ず
し
て
、
此
の
璵
を
唾
き
入
れ
つ
。
是
、
離
つ
こ
と
得
ず
。
故
、

入
れ
任
ら
、
将
ち
来
て
献
り
つ
（
任
レ

入
将
来
而
献
）」
と
い
ひ
き
。

爾
く
し
て
、
豊
玉
毗
売
命
、
奇
し
と
思
ひ
、
出
で
見
て
、
乃
ち
見

感
で
て
、
目
合
し
て
、（
中
略
）
即
ち
其
の
女
豊
玉
毗
売
に
婚
は

し
め
き
。 

（
上
巻
・
海
神
の
国
訪
問
）

② 

「
三
島
の
湟
咋
が
女
、
名
は
勢
夜
陀
多
良
比
売
、
其
の
容
姿
麗
美

し
き
が
故
に
、
美
和
の
大
物
主
神
、
見
感
で
て
、
其
の
美
人
の
大

便
ら
む
と
為
し
時
に
、
丹
塗
矢
と
化
り
て
、（
中
略
）
其
の
美
人

の
ほ
と
を
突
き
き
。（
中
略
）
乃
ち
、
其
の
矢
を
将
ち
来
て
（
将
二

来

其
矢
一

）、
床
の
辺
に
置
く
に
、
忽
ち
に
麗
し
き
壮
夫
と
成
り
き
。

即
ち
其
の
美
人
を
娶
り
て
、
生
み
し
子
の
名
は
、
富
登
多
々
良
伊

湏
々
岐
比
売
命
と
謂
ふ
。」 

（
中
巻
・
神
武
天
皇
）

③ 
又
、
天
皇
、
三
宅
連
等
が
祖
、
名
は
多
遅
摩
毛
理
を
以
て
、
常
世

国
に
遣
し
て
、
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
を
求
め
し
め
き
。
故
、
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多
遅
摩
毛
理
、
遂
に
其
の
国
に
到
り
、
其
の
木
実
を
採
り
て
、
縵

八
縵
・
矛
八
矛
を
将
ち
来
る
間
に
（
将
来
之
間
）、
天
皇
、
既
に

崩
り
ま
し
き
。 

（
中
巻
・
垂
仁
天
皇
）

④ 

故
、
其
の
賤
し
き
夫
を
赦
し
て
、
其
の
玉
を
将
ち
来
て
（
将
二

来

其
玉
一

）、
床
の
辺
に
置
く
に
、
即
ち
美
麗
し
き
嬢
子
と
化
り
き
。

仍
ち
婚
ひ
て
、
嫡
妻
と
為
き
。 

（
中
巻
・
応
神
天
皇
）

⑤ 

爾
く
し
て
、
伊
豆
志
袁
登
売
、
其
の
花
を
異
し
と
思
ひ
て
、
将
ち

来
る
時
に
（
将
来
之
時
）、
其
の
嬢
子
の
後
に
立
ち
て
、
其
の
屋

に
入
り
て
、
即
ち
婚
ひ
き
。
故
、
一
の
子
を
生
み
き
。 

（
右
同
）

　

用
例
番
号
は
前
後
す
る
が
③
か
ら
み
て
い
く
。
こ
れ
は
、
多
遅
摩
毛
理

が
常
世
国
か
ら「
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
」を
持
ち
帰
る
場
面
で
あ
る
。

常
世
国
は
、
少
名
毗
古
那
神
や
御
毛
沼
命
が
渡
っ
て
行
っ
た
異
界
と
し
て

『
古
事
記
』
神
話
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
木
実
は
、
異
界
か
ら
齎
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
」
の
名
義
に
つ
い

て
は
、「
四
時
あ
る
香
し
い
木
実）

11
（

」
と
も
、「
四
季
に
絶
え
る
こ
と
の
な
い

輝
く
木
の
実）

11
（

」
と
も
説
か
れ
る
よ
う
に
、
単
な
る
木
実
で
は
な
い
。
垂
仁

天
皇
が
、
こ
の
木
実
を
求
め
た
理
由
は
『
古
事
記
』
に
明
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、
特
別
な
意
味
合
い
が
あ
っ
た
と
み
て
良
い
だ
ろ
う
。

　

①
は
海
神
の
国
訪
問
譚
の
一
節
で
あ
る
。
豊
玉
毗
売
命
の
侍
女
は
、
火

遠
理
命
が
吐
き
出
し
た
璵
を
器
か
ら
離
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
ま
ま

持
っ
て
来
て
献
上
し
た
と
言
う
。
こ
の
例
に
お
い
て
も
、
異
界
と
の
関
係

が
指
摘
で
き
る
。
璵
を
受
け
取
る
側
の
豊
玉
毗
売
命
（
と
そ
の
侍
女
）
は

海
神
の
国
に
住
む
存
在
で
あ
る
。
対
し
て
、
璵
を
吐
き
出
し
た
火
遠
理
命

は
葦
原
中
国
か
ら
や
っ
て
き
た
存
在
で
あ
る
。
海
神
が
火
遠
理
命
を
「
天

津
日
高
の
御
子
、
虚
空
津
日
高
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
海
神
は
火
遠

理
命
を
「
虚
空
」
に
属
す
る
神
だ
と
認
識
し
て
い
る
。
火
遠
理
命
は
、
海

神
の
国
の
神
々
に
と
っ
て
は
異
界
の
存
在
な
の
で
あ
る
。こ
の
場
面
で
は
、

侍
女
が
火
遠
理
命
の
璵
を
海
神
の
国
に
齎
し
た
た
め
に
「
将
来
」
と
い
う

表
記
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
後
の
展
開
に
注
目
し
た
い
。
豊
玉
毗
売
命
が
火
遠
理
命
に

出
会
っ
た
時
、「
見
感
で
て
、
目
合
し
て
」、
婚
姻
へ
と
至
る
。
こ
こ
で
は
、

「
将
来
」
し
た
も
の
が
契
機
と
な
っ
て
二
神
の
婚
姻
へ
と
展
開
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
な
お
、「
璵
」
字
は
、『
古
事
記
』
に
お
い
て
こ
の
場
面
の
み

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
前
後
の
文
章
に
は
「
玉
」
字
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、

火
遠
理
命
が
齎
し
た
璵
は
通
常
の
玉
と
は
違
う
、
特
別
な
も
の
と
み
る
こ

と
が
で
き
る）

11
（

。

　

②
で
、
丹
塗
矢
と
な
っ
た
大
物
主
神
は
勢
夜
陀
多
良
比
売
の
ホ
ト
を
突

き
、
驚
い
た
ヒ
メ
が
そ
の
矢
を
持
っ
て
来
て
床
の
辺
に
置
く
と
「
麗
し
き

壮
夫
」
に
な
っ
た
と
あ
る
。
矢
は
「
溝
よ
り
流
れ
下
り
て
」
と
あ
る
か
ら
、

大
物
主
神
は
川
の
上
流
か
ら
流
れ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。上
代
に
お
い
て
、
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川
の
上
流
は
神
聖
な
場
所
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た）

1（
（

。
こ
の
場
合
、
勢
夜
陀

多
良
比
売
が
大
物
主
神
を
人
間
の
世
界
に
齎
し
た
こ
と
に
よ
る
表
記
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

④
は
天
之
日
矛
の
説
話
で
あ
る
。
天
之
日
矛
は
、
賤
し
い
女
か
ら
生
ま

れ
た
赤
玉
を
家
に
持
っ
て
来
て
床
の
辺
に
置
く
。
す
る
と
、
玉
は
「
美
麗

し
き
嬢
子
」
に
な
り
、
二
人
は
結
婚
す
る
。
②
と
同
じ
く
、「
将
来
」
し

た
も
の
が
人
の
姿
に
変
身
し
、
婚
姻
へ
と
展
開
し
て
い
る
。
赤
玉
は
日
光

に
感
じ
た
女
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
天
之
日
矛
に
よ
っ
て
天
か
ら

人
間
の
世
界
へ
齎
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
②
と
④
の
筋
書
き
は
近
似
し
て
い

る
。
戸
谷
高
明
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
こ
と
だ
が
、
文
章
構
造
も
よ
く
似

て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字
本
文
を
次
に
記
す
。

②
乃
、
将
二

来
其8

矢8

一

、
置
二

於
床
辺
一

、
忽
成
二

麗
壮
夫
一

。

④ 

故
、
赦
二

其
賤
夫
一

、
将
二

来
其8

玉8

一

、
置
二

於
床
辺
一

、
即
化
二

美
麗

嬢
子
一

。

　

戸
谷
は
、
こ
の
他
に
も
『
古
事
記
』
の
中
で
類
似
す
る
伝
承
を
取
り
上

げ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
一
致
や
類
似
は
「
述
作
者
の
問
題
と
し
て
考
察

す
べ
き
」
と
す
る
。
諸
伝
承
が
纏
め
ら
れ
、『
古
事
記
』
と
し
て
成
書
化

さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
文
章
表
現
の
改
変
や
統
一
も
行
わ
れ
た
と
い
う）

11
（

。

つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
の
文
章
構
造
や
使
用
文
字
の
選
択
は
編
者
に
よ
っ
て

な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

⑤
は
、
秋
山
之
下
氷
壮
夫
と
春
山
之
霞
壮
夫
と
の
伊
豆
志
袁
登
売
神
を

め
ぐ
る
妻
争
い
の
記
事
で
あ
る
。
春
山
が
、
藤
の
花
か
ら
作
ら
れ
た
弓
矢

を
厠
に
か
け
て
お
く
と
、
そ
れ
を
不
思
議
に
思
っ
た
ヲ
ト
メ
が
そ
の
花
を

家
に
持
っ
て
来
る
。春
山
は
ヲ
ト
メ
の
後
ろ
に
立
っ
て
一
緒
に
家
に
入
り
、

二
人
は
結
婚
す
る
。
こ
こ
で
は
「
将
来
」
し
た
も
の
が
人
間
に
変
身
す
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
ヲ
ト
メ
が
手
に
し
た
藤
の
花
は
弓
矢
や
服
に
も
な
っ

て
い
る
。「
将
来
」
し
た
も
の
の
姿
形
が
変
化
す
る
と
い
う
点
で
は
②
④

と
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、「
将
来
」
し
た
も
の
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て

婚
姻
に
至
っ
て
い
る
こ
と
も
共
通
す
る
。
西
郷
信
綱
は
、
②
の
丹
塗
矢
型

説
話
と
⑤
は
「
カ
ハ
ヤ
、
矢
、
マ
グ
ハ
ヒ
等
の
要
素
が
組
合
わ
さ
っ
て
い

る
点
で
ほ
ぼ
同
型
と
い
っ
て
い
い）

11
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
。
同
型
と
指
摘
さ

れ
る
説
話
に
共
通
し
て
「
将
来
」
と
あ
る
の
は
、
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。

　

以
上
、『
古
事
記
』
に
使
用
さ
れ
る
「
将
来
」
の
用
例
を
み
て
き
た
。

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
特
徴
を
ま
と
め
る
と
、次
の
二
点
が
い
え
る
。ま
ず
、

こ
ち
ら
側
の
存
在
が
異
界
か
ら
特
別
な
も
の
を
齎
す
場
合
に
使
用
さ
れ
る

点
で
あ
る
（
⑤
に
は
こ
の
要
素
は
み
ら
れ
な
い
が
、
②
④
と
共
通
す
る
要

素
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
良
い
）。
ま
た
、
③
は
該
当
し
な

い
が
、「
将
来
」
し
た
も
の
は
姿
を
変
え
、
婚
姻
へ
の
き
っ
か
け
と
な
っ

て
い
る
点
で
あ
る
。
婚
姻
と
い
っ
て
も
人
間
同
士
の
も
の
で
は
な
く
、
人
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間
と
神
（
ま
た
は
人
間
で
は
な
い
も
の
）
と
の
も
の
で
あ
る
点
に
注
目
し

た
い
。『
日
本
書
紀
』
や
『
万
葉
集
』
に
も
神
聖
な
も
の
が
齎
さ
れ
る
用

例
は
あ
っ
た
が
、
必
ず
し
も
異
界
や
神
婚
と
か
か
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。

先
述
し
た
よ
う
に
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
将
来
」
の
用
法
は
他
文
献

と
比
べ
て
、
よ
り
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、『
古
事
記
』
の
「
持
来
」
と
比
較
し
て
み
た
い
。「
持
来
」
の
用

例
は
次
の
二
例
で
あ
る
。

㉜ 

「
夫
の
奴
や
、
己
が
君
の
御
手
に
纏
け
る
玉
鈕
を
、
膚
も
熅
け
き

に
剝
ぎ
持
ち
来
て（
於
二

膚
熅
一

剝
持
来
）、即
ち
己
が
妻
に
与
へ
つ
」

と
の
り
た
ま
ひ
て
、
乃
ち
死
刑
を
給
ひ
き
。 （
下
巻
・
仁
徳
天
皇
）

㉝ 

故
、
天
皇
、
大
き
に
怨
み
て
、
大
日
下
王
を
殺
し
て
、
其
の
王
の

嫡
妻
、
長
田
大
郎
女
を
取
り
持
ち
来
て
（
取
二

持
来
其
王
之
嫡
妻
、

長
田
大
郎
女
一

）、
皇
后
と
為
き
。 
（
下
巻
・
安
康
天
皇
）

　

㉜
は
仁
徳
記
に
お
い
て
、
石
之
日
売
が
女
鳥
王
の
玉
鈕
を
取
っ
た
大
楯

連
を
呼
び
出
し
、
主
君
の
肌
が
ま
だ
温
か
い
う
ち
に
玉
鈕
を
剥
い
で
妻
に

与
え
た
な
、
と
言
っ
て
処
刑
し
た
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
異
界
か
ら
齎
す

と
い
う
要
素
は
な
く
、
婚
姻
と
も
関
係
が
な
い
。

　

㉝
は
、根
臣
の
讒
言
に
よ
っ
て
怒
っ
た
安
康
天
皇
が
大
日
下
王
を
殺
し
、

そ
の
正
妻
で
あ
っ
た
長
田
大
郎
女
を
奪
い
取
っ
て
皇
后
と
し
た
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
異
界
か
ら
齎
す
要
素
は
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
は
婚

姻
と
関
係
は
あ
る
も
の
の
、
長
田
大
郎
女
の
姿
は
変
化
せ
ず
、
神
婚
と
い

う
わ
け
で
も
な
い
。
な
お
、
人
を
持
っ
て
来
る
と
い
う
の
は
「
将
来
」
に

は
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
㉜
㉝
で
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
人

の
死
が
絡
ん
で
い
る
こ
と
と
、
奪
っ
た
も
の
を
持
っ
て
来
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
、「
将
来
」
に
は
、
更
に
動
詞
が
つ
く
こ
と
は
な
い
が
、「
持

来
」
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
剥
」
と
「
取
」
と
が
上
接
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
点
か
ら
、「
将
来
」
と
は
全
く
異
な
る
用
法
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

11
（

。

　

上
代
文
献
に
お
け
る
「
将
来
」
と
「
持
来
」
は
、
ど
ち
ら
も
同
じ
訓
み
、

同
じ
意
味
の
同
訓
異
字
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例

を
検
討
し
た
結
果
、『
古
事
記
』
で
は
明
ら
か
な
使
い
分
け
が
あ
る
と
い

え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
は
同
質
で
は
な
く
、
交
換
不
能
な
も
の
と
し
て
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
、『
古
事
記
』
編
者
は
「
将
来
」
と
い
う
特
定
の
表
記
を

必
要
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
は
、
異
界
と
の
関
係
が
指
摘
で
き

そ
う
で
あ
る
。
①
に
は
葦
原
中
国
と
海
神
の
国
と
の
交
流
が
窺
え
る
。

②
～
⑤
は
全
て
中
巻
の
例
だ
が
、
人
間
と
神
が
交
流
し
て
い
る
点
に
注
目

し
た
い
。
人
間
の
世
界
に
、
神
や
「
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
」
と
い
っ

た
異
界
の
物
が
齎
さ
れ
た
と
語
る
こ
と
で
、
二
つ
の
世
界
の
交
流
を
描
い

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。『
古
事
記
』
中
巻
は
人
の
世
で
あ
り
な
が
ら
、
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三
輪
山
伝
説
や
本
牟
智
和
気
御
子
の
物
語
、
息
長
帯
比
売
の
神
託
な
ど
、

神
の
影
響
力
が
な
お
強
い
。
異
界
間
の
交
流
を
示
す
た
め
に
「
将
来
」
の

語
を
選
択
し
、
用
法
を
限
定
し
て
用
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
将
来
」
と
「
持
来
」
の
用
例
を

み
て
き
た
。「
将
来
」
に
は
、
異
界
の
物
を
齎
す
と
い
う
要
素
が
あ
り
、

ま
た
、
物
が
人
な
ど
に
形
を
変
え
、
婚
姻
に
至
る
と
い
う
要
素
も
み
ら
れ

る
。
そ
の
婚
姻
が
神
婚
で
あ
る
点
も
含
め
て
、「
将
来
」
が
用
い
ら
れ
て

い
る
文
脈
は
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
持
来
」
に
は
こ
う
し

た
要
素
は
み
ら
れ
な
い
。

　

こ
の
差
は『
古
事
記
』編
者
の
表
記
意
識
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
将
来
」
の
用
法
は
他
文
献
よ
り
も
限
定
さ
れ
て

お
り
、「
持
来
」
と
の
使
い
分
け
が
明
確
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
将

来
」
と
「
持
来
」
に
は
、
編
者
に
よ
る
統
一
的
な
表
記
意
識
が
あ
っ
た
と

み
て
良
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
「
将
来
」
に
よ
っ
て
異
界
と
の
交
流
を

描
こ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

注（
１
） 

稲
岡
耕
二
『
萬
葉
集
』
㈡
（
和
歌
文
学
大
系
２
、
明
治
書
院
、
二
〇
〇
二
年
三
月
）

に
、「「
将
来
」
は
も
た
ら
す
、
持
っ
て
来
る
意
の
漢
語
」
と
あ
る
（
三
九
八
頁
脚

注
）。

（
２
） 『
古
事
記
』
の
引
用
は
、
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
校
注
『
古
事
記
』（
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
１
、
小
学
館
、
一
九
九
七
年
六
月
）
に
よ
る
が
、
一
部
表
記
を
改

め
た
。

（
３
） 『
古
事
記
』
に
は
「
将
」
字
の
用
例
と
し
て
、
ほ
か
に
「
将
軍
」
が
四
例
あ
る
。

（
４
） 

青
木
和
夫
ほ
か
校
注
『
古
事
記
』（
日
本
思
想
大
系
１
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二

年
二
月
）。「
類
義
字
一
覧
11
」。
な
お
、「
同
訓
異
字
一
覧
」
の
「
モ
ツ
」
項
で
「
持
・

用
・
賷
」
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、「
将
」
へ
の
言
及
は
な
い
。

（
５
） 

于
康
「『
古
事
記
』
に
於
け
る
「
将
」「
欲
」
の
用
字
法
」（『
広
島
大
学
教
育
学
部

紀
要
』
第
二
部
第
四
十
四
号
、
一
九
九
六
年
三
月
）。

（
６
） 

安
熙
貞
「『
古
事
記
』
の
用
字
法
研
究
─
「
将
」
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
東
ア
ジ
ア

日
本
語
教
育
・
日
本
文
化
研
究
』
第
六
輯
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）。

（
７
） 

横
山
英
「
古
事
記
の
「
恐
」
と
「
畏
」」（『
文
学
』
第
九
巻
第
十
二
号
、
岩
波
書
店
、

一
九
四
一
年
十
二
月
）。

（
８
） 

小
林
芳
規
「
上
代
に
お
け
る
書
記
用
漢
字
の
訓
の
体
系
」（『
國
語
と
國
文
學
』
第

四
十
七
巻
第
十
号
、
至
文
堂
、
一
九
七
〇
年
十
月
）。

（
９
） 

壬
生
幸
子
「『
古
事
記
』
使
者
派
遣
場
面
の
用
字
意
識
」（『
記
紀
万
葉
の
表
現
と

解
釈
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
九
年
三
月
、
初
出
一
九
九
五
年
七
月
）。

（
10
） 

尾
崎
知
光
「
古
事
記
の
表
記
と
安
万
侶
の
撰
録
」（『
古
事
記
考
説
』
和
泉
書
院
、

一
九
八
九
年
六
月
、
初
出
一
九
七
七
年
一
月
）。
な
お
、『
古
事
記
』
の
用
字
・
用

語
が
統
一
的
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
小
野
田
光
雄
「
古
事
記
の
文
章
」（『
古
事

記
年
報
』
三
、一
九
五
六
年
六
月
）
に
既
に
み
え
て
い
る
。

（
11
） 

小
林
芳
規
「
古
事
記
訓
読
に
つ
い
て
」（（
４
）
前
掲
書
、
解
説
）。

（
12
） 

本
稿
で
引
用
し
た
古
辞
書
は
以
下
を
参
照
し
た
。
十
三
経
注
疏
整
理
委
員
会
整
理
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『
爾
雅
注
疏
』（
北
京
大
学
出
版
社
、二
〇
〇
〇
年
十
二
月
）。『
説
文
解
字
附
音
序
、

筆
畫
檢
字
』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
三
年
七
月
）。
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団

編『
高
山
寺
古
辭
書
資
料
第
一
』（
高
山
寺
資
料
叢
書
第
六
冊
、東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
七
年
三
月
）。
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
『
天
治
本
新

撰
字
鏡
（
増
訂
版
）』（
臨
川
書
店
、
一
九
六
七
年
十
二
月
）。

（
13
） 

岡
井
慎
吾
「
玉
篇
佚
文
内
篇
」（『
玉
篇
の
研
究
』
東
洋
文
庫
、
一
九
三
三
年
十
二

月
）。
一
四
七
頁
一
五
七
五
。
慧
琳
『
一
切
経
音
義
』（
巻
二
十
五
・
大
般
涅
槃
経
・

寿
命
品
第
一
）
に
「
玉
篇
云
将
者
進
也
臨
也
」
と
あ
る
（
Ｓ
Ａ
Ｔ
大
正
新
脩
大
蔵

経
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、54-463b-25

）。

（
14
） 

天
理
図
書
館
善
本
叢
書
漢
籍
之
部
編
集
委
員
会
編
『
增
修
互
註
禮
部
韻
略
』（
天

理
図
書
館
善
本
叢
書
漢
籍
之
部
第
八
巻
、
八
木
書
店
、
一
九
八
二
年
三
月
）。

一
八
六
頁
。
巻
二
・
十
「
陽
」。

（
15
） 

周
祖
謨
校
釈
『
洛
陽
伽
藍
記
校
釋
』（
中
国
古
代
都
城
資
料
選
刊
、
中
華
書
局
、

第
二
版
二
〇
一
〇
年
九
月
、
初
版
一
九
六
三
年
五
月
、
初
刊
一
九
五
八
年
六
月
）

に
よ
る
。
返
点
は
稿
者
。

（
16
） 

新
編
荷
田
春
満
全
集
編
集
委
員
会
編『
新
編
荷
田
春
満
全
集
』第
一
巻 

書
入
本『
古

事
記
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
三
年
六
月
）
に
よ
る
。
春
満
は
、
寛
永
版
本
「
モ

ツ
テ
」
の
「
ツ
」
を
「
チ
」
に
訂
正
し
て
い
る
。

（
17
） 

久
松
潜
一
監
修
『
賀
茂
真
淵
全
集
』
第
十
七
巻
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、

一
九
八
二
年
十
二
月
）
に
よ
る
。

（
18
） 

大
野
晋
編
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
十
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
十
一
月
）
に

よ
る
。

（
19
） 

小
野
田
光
雄
校
注
『
古
事
記
註
釈
』（
神
道
大
系
古
典
註
釈
編
一
、
神
道
大
系
編

纂
会
、
一
九
九
〇
年
三
月
）
に
よ
る
。

（
20
） 『
万
葉
集
』
の
引
用
は
、
小
島
憲
之
ほ
か
校
注
『
萬
葉
集
』
②
～
④
（
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
７
～
９
、
小
学
館
、
一
九
九
五
年
四
月
～
一
九
九
六
年
八
月
）
に

よ
る
が
、
一
部
表
記
を
改
め
た
。
な
お
、
巻
十
六
・
三
八
二
五
に
「
蔓
菁
煮
将
ち

来
（
蔓
菁
煑
将
来
）」
と
あ
り
、
動
詞
「
将
来
」
の
用
例
と
み
ら
れ
る
が
、
新
潮

日
本
古
典
集
成
『
萬
葉
集
』
は
「
青
菜
煮
て
来
む
」（
稿
者
注
：
青
菜
煮
将
レ

来
）

と
訓
ん
で
い
る
。
集
成
以
降
、
伊
藤
博
『
萬
葉
集
釋
注
』、
井
手
至
・
毛
利
正
守

校
注
『
新
校
注
萬
葉
集
』、
岩
波
文
庫
『
万
葉
集
』（
新
版
）
な
ど
、
近
年
は
こ
の

訓
み
を
と
る
も
の
が
多
い
た
め
、
こ
こ
で
は
動
詞
の
確
例
と
し
て
扱
わ
な
い
。

（
21
） 

澤
瀉
久
孝
『
萬
葉
集
注
釋
』
巻
第
九
（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
一
年
六
月
）。

十
六
頁
。

（
22
） 『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
、
小
島
憲
之
ほ
か
校
注
『
日
本
書
紀
』
①
～
③
（
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
２
～
４
、
小
学
館
、
一
九
九
四
年
四
月
～
一
九
九
八
年
六
月
）

に
よ
る
が
、
一
部
訓
読
を
改
め
た
。

（
23
） 

⑳
の
訓
読
に
つ
い
て
は
、
日
本
古
典
全
書
は
「
モ
チ
キ
タ
リ
テ
」
と
す
る
が
、
日

本
古
典
文
学
大
系
は
「
ヰ
テ
キ
タ
リ
テ
」
と
し
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
は
「
ヒ

キ
キ
タ
リ
テ
」
と
す
る
（
但
し
、
現
代
語
訳
は
「
持
っ
て
来
て
」）。
こ
の
場
合
、

大
樹
を
持
っ
て
来
る
と
解
し
て
問
題
は
な
い
た
め
、「
モ
チ
キ
テ
」
と
訓
む
。

（
24
） 

中
村
啓
信
訳
注
『
新
版
古
事
記
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
角
川
学
芸
出
版
、

二
〇
〇
九
年
九
月
）
で
は
「
神
降
ろ
し
の
呪
具
」
と
さ
れ
て
い
る
（
一
四
九
頁
脚

注
）。

（
25
） 「
風
土
記
」
の
引
用
は
、
植
垣
節
也
校
注
『
風
土
記
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

５
、
小
学
館
、
一
九
九
七
年
十
月
）
に
よ
る
。
但
し
、
㉔
の
本
文
を
、
日
本
古
典

全
書
『
風
土
記
』
の
よ
う
に
「
盗
二

讃
容
郡
桉
一

将
来
」
と
す
る
も
の
も
あ
る
。

（
26
） 「
蘇
民
将
来
」
の
名
義
を
め
ぐ
っ
て
は
、
関
和
彦
が
、「
蘇
民
」
は
「
民
を
蘇
ら
す
」

意
で
、「
将
来
」
は
「
未
来
」
の
意
だ
と
す
る
（「
蘇
民
将
来
考
」『
日
本
古
代
社

会
生
活
史
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
四
年
二
月
、
初
出
一
九
九
〇
年
十
月
）。

ま
た
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
風
土
記
』
は
「
本
来
は
蘇
州
（
中
国
江
蘇
省
）

か
ら
渡
来
の
民
の
意
か
」（
四
九
七
頁
頭
注
六
）
と
し
て
い
る
。
蘇
州
か
ら
将
来

し
た
民
の
意
と
も
と
れ
な
く
は
な
い
が
、
影
山
尚
之
は
「
本
逸
文
の
内
容
と
「
蘇
」

の
地
と
の
間
に
特
別
な
連
絡
を
つ
け
る
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
」（
上
代
文
献
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を
読
む
会
編
『
風
土
記
逸
文
注
釈
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
一
年
二
月
、
四
七
一
頁
）

と
す
る
。

（
27
） 

古
橋
信
孝「
村
の
外
の
世
界
」（
同
編『
こ
と
ば
の
古
代
生
活
誌
』河
出
書
房
新
社
、

一
九
八
九
年
一
月
）。『
万
葉
集
』
巻
十
五
・
三
六
二
七
に
も
「
…
海
神
の　

手
巻

の
玉
を　

家
づ
と
に　

妹
に
遣
ら
む
と　

拾
ひ
取
り
…
」
と
あ
る
。

（
28
） 

次
田
潤
『
古
事
記
新
講
』（
明
治
書
院
、
一
九
二
四
年
十
一
月
）。

（
29
） 

西
宮
一
民
校
注『
古
事
記
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、新
潮
社
、一
九
七
九
年
六
月
）。

一
五
三
頁
、
現
代
語
訳
。

（
30
） 

天
治
本
『
新
撰
字
鏡
』（
巻
六
・
八
オ
）
に
「
魯
宝
也
」
と
あ
る
。
ま
た
、
高
麗
版

『
龍
龕
手
鑑
』（
巻
四
）
に
は
「
璠
璵
」
二
字
で
「
魯
之
宝
玉
也
」
と
あ
る
（
藤

本
幸
夫
編
著
『
龍
龕
手
鏡
（
鑑
）
研
究
』
麗
澤
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
十
月
、

四
三
三
頁
）。

（
31
） 

中
西
進
は
「
元
来
河
川
の
源
流
が
神
秘
の
未
知
世
界
に
属
」
し
、「
そ
こ
か
ら
下

界
へ
神
秘
の
も
の
が
訪
れ
る
」（「
須
佐
之
男
命
」『
古
事
記
を
よ
む
１ 

天
つ
神
の

世
界
』
角
川
書
店
、
一
九
八
五
年
十
一
月
、
初
出
一
九
八
三
年
五
月
）
と
し
、
西

宮
一
民
は
「
天
神
の
降
臨
は
、
川
の
場
合
は
「
上
流
」
で
あ
る
。
ま
た
神
祭
り
も

「
上
流
」
で
な
さ
れ
る
」（「「
五
十
鈴
川
上
」
考
」『
上
代
祭
祀
と
言
語
』
桜
楓
社
、

一
九
九
〇
年
十
月
、
初
出
一
九
八
七
年
一
月
）
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
葛
西
太
一

は
「（
稿
者
注
：「
か
は
か
み
」
は
）
神
聖
な
場
所
を
指
す
の
み
な
ら
ず
、
人
々
の

立
ち
入
り
が
た
い
、
畏
怖
の
対
象
と
な
り
得
る
地
」（「
上
代
文
献
に
お
け
る
「
河

上
」「
川
上
」
の
語
義
と
表
記
」『
日
本
書
紀
段
階
編
修
論 

文
体
・
注
記
・
語
法

か
ら
み
た
多
様
性
と
多
層
性
』
花
鳥
社
、
二
〇
二
一
年
二
月
、
初
出
二
〇
二
〇
年

三
月
）
と
す
る
。

（
32
） 

戸
谷
高
明「
古
事
記
に
お
け
る
発
想
と
表
現
の
類
型
─
結
婚
譚
を
通
し
て
─
」（『
古

事
記
の
表
現
論
的
研
究
』新
典
社
、二
〇
〇
〇
年
三
月
、初
出
一
九
七
一
年
一
月
）。

ま
た
、
青
木
周
平
は
、「
二
つ
の
伝
承
間
に
、
伝
承
過
程
に
お
け
る
影
響
関
係
を

考
え
に
く
い
だ
け
に
、
成
書
化
の
段
階
で
の
交
渉
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と

指
摘
し
て
い
る
（「
神
武
天
皇
成
婚
伝
承
と
〈
一
宿
婚
〉」『
青
木
周
平
著
作
集
上

巻 

古
事
記
の
文
学
研
究
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
五
年
三
月
、
初
出
一
九
八
四
年

三
月
）。

（
33
） 

西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
第
四
巻
（
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
九
月
）。
一
一
五
頁
。

尾
崎
暢
殃
『
古
事
記
全
講
』・
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記 

上
代
歌
謡
』・
日

本
思
想
大
系
『
古
事
記
』
な
ど
も
②
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
お
り
、
次
田
真
幸

は
、
そ
の
「
変
形
」
と
み
て
い
る
（『
古
事
記
（
中
）』
講
談
社
学
術
文
庫
、
講
談

社
、
一
九
八
〇
年
十
二
月
、
二
四
八
頁
）。
ま
た
、
類
似
す
る
説
話
と
し
て
、
他

に
『
日
本
書
紀
』
⑯
が
挙
げ
ら
れ
、
倉
野
憲
司
は
④
と
「
同
工
異
曲
」
だ
と
し
て

い
る
（『
古
事
記
全
註
釈
』
第
六
巻 

中
巻
篇
（
下
）、
三
省
堂
、
一
九
七
九
年

十
一
月
、
四
二
九
頁
）。
な
お
、『
釈
日
本
紀
』
所
引
の
「
山
城
国
風
土
記
逸
文
」

に
は
「
玉
依
日
売
、
石
川
の
瀬
見
の
小
川
に
川
遊
し
た
ま
ひ
し
時
、
丹
塗
矢
、
川

上
ゆ
流
れ
下
り
き
。
乃
ち
取
り
て
床
辺
に
挿
し
置
き
、
遂
に
孕
み
て
男
子
生
れ
ま

せ
り
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
丹
塗
矢
型
説
話
と
さ
れ
る
が
、「
将
来
」
は
用
い
ら
れ

て
い
な
い
。

（
34
） 

な
お
、
応
神
記
に
「
天
之
日
矛
の
持
ち
渡
り
来
し
物
（
持
渡
来
物
）」
と
あ
る
。

天
之
日
矛
が
新
羅
か
ら
持
参
し
た
宝
物
を
記
載
し
た
も
の
だ
が
、『
日
本
書
紀
』

⑰
で
は
「
将
来
」
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
な
ぜ
『
古
事
記
』
は
「
持
渡
来
」
な
の

か
。
他
文
献
だ
か
ら
と
い
え
ば
簡
単
だ
が
、
こ
れ
に
は
『
古
事
記
』
の
「
渡
来
」

の
用
法
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
古
事
記
』
に
「
渡
（
度
）
来
」
の

用
例
は
全
九
例
確
認
で
き
る
が
、
い
ず
れ
も
、
向
こ
う
側
の
存
在
が
こ
ち
ら
側
に

や
っ
て
来
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
方
の
「
将
来
」
は
、
こ
ち
ら
側
の
存
在
が

自
ら
の
居
住
す
る
場
所
へ
と
異
界
の
物
を
持
っ
て
来
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
主

体
も
異
な
る
。『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
、「
将
来
」
と
「
渡
来
」
と
は
用
法
を
異

に
す
る
と
い
え
る
。
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【
付
記
】

本
稿
は
、令
和
三
年
度
國
學
院
大
學
國
文
學
會
春
季
大
会（
二
〇
二
一
年
六
月
十
三
日
）

に
お
け
る
口
頭
発
表
を
基
と
し
て
い
る
。
ご
意
見
・
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
皆
様
に

感
謝
申
し
上
げ
る
。


